
◆来年１月施行

◆求人不受理の対象に「マタハラ」を追加

◆両立支援で女性の社会進出を後押し

◆就労実態等の職場環境に関する
データベースも整備

◆テレワークの大幅な見直しを検討

マタハラ防止策を講じない企業の求人
はハローワークで不受理に

「働き方改革」実現のための
テレワークの普及・促進

平成 年 月号

厚生労働省は、昨年 月から順次施行されている
若者雇用促進法（青少年の雇用の促進等に関する法律）
に基づき、マタニティー・ハラスメント（マタハラ）
に対して、男女雇用機会均等法で義務付けた防止措置
を講じない企業の求人をハローワークで受理しない
ように制度を改めます。

政令を改正して、来年１月から施行されます。

ハローワークでは今年 月から、一定の労働関係法
令の違反があった事業所を新卒者などに紹介するこ
とのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間
受け付けない仕組みを創設しています。

具体的には、労働基準法・最低賃金法については、
（１） 年間に 回以上同一条項の違反について是正
勧告を受けている場合、（２）違法な長時間労働を繰
り返している企業として公表された場合、（３）対象
条項違反により送検され公表された場合、また男女雇
用機会均等法と育児・介護休業法については、法違反
の是正を求める勧告に従わず公表された場合等に、当
該企業の新卒求人を受理しない取り組みを始めてい
ます。

今回は、その不受理の対象に、「マタハラ」に関す
る規定を加えるというものです。

男女雇用機会均等法は、女性従業員の妊娠や出産を
理由に職場で不利益な扱いをされることがないよう
に、相談窓口を設置するなど防止体制を整備するよう
に求めています。

厚生労働省の調査で法違反が見つかれば、是正を求
める勧告を行いますが、それにも従わずに企業名が公
表された場合には求人を受理しないこととします。不

受理となる期間は、違反が是正されてから カ月が経
過するまでの期間となります。
育児と仕事を両立させる環境整備を企業に促し、女

性の社会進出を後押しする狙いです。

また、厚生労働省では、残業時間や育休の取得率な
ど企業の職場環境に関する様々な情報を集めたデー
タベースを整備する計画です。
若者がいわゆる「ブラック企業」へ就職してしまう

ことを防ぐために、労働条件などの的確な情報に加え
て、平均勤続年数や研修の有無・内容といった就労実
態等の職場情報も併せて提供し、職場情報についての
開示を強化するように企業側に働きかけ、学生や転職
を考えている人がそうした企業に就職することを未
然に防ごうというものです。

政府の「働き方改革実現会議」で安倍首相は、テレ
ワークに関する指針を年度内に見直し、導入の拡大を
図ることを指示しました。
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テレワークは、厚生労働省が 年に策定した指
針では在宅勤務のみを前提としていましたが、通信端
末機器の発達などにより、複数の企業が共同で利用で
きる「施設利用型」や、ノートパソコンなどを使って
喫茶店などで働く「モバイルワーク」といった、時代
に合った仕事の仕方の選択ができるよう大幅な見直
しを検討するとしています。

総務省等の調査によると、企業のテレワーク制度の
導入は、昨年末時点で ％（対前年比 ポイント
増）で、週 時間以上を社外で働く「テレワーカー」
は約 万人でした。

当初は、自宅で集中して業務できることから生産性
が向上することや、育児や介護、病気の治療と仕事を
両立させるものとして期待されましたが、利用者の勤
務時間の管理や評価の難しさにより、あまり普及して
いないのが実態です。

また、 府省で実施した公務員のテレワーク推進の
実態調査によると、実施割合は職員全体の ％強でし
た。総務省や厚生労働省、経済産業省などの 府省
は、システムの整備、実施ルールや勤務形態が確立さ
れ、すでにテレワークが本格導入されていますが、警
察省や財務省、防衛省などの 府省では、「セキュリ
ティ確保対策が必要で、テレワークに対する職場理解
の向上も必要」など、試行段階にとどまり対応にばら
つきがあります。

政府は、 年までに週 回以上在宅で勤務する
テレワーカーを全労働者の ％以上に、導入企業数を

年度比の 倍にすることを目標に掲げています。
また、テレワーク推進関係 省（総務省、厚生労働

省、経済産業省、国土交通省）では 月を「テレワ
ーク月間」として、認知向上やテレワークに関する活
動への参加を広く呼びかけ、イベントやセミナーを開
催します。

時代に合った働き方のメリットが十分に活かされ、
普及拡大に向け、環境が整備されることが期待されま
す。

大手広告代理店の新入社員が過労自殺した事件を発
端として、長時間労働の問題が様々なメディアで取り
上げられているところです。
過重労働が常態化している企業では有給休暇の取得
率も低くなっていると思われますが、「日本人は有給

休暇を取りづらいと感じる人が多い」ということもよ
く言われています。
総合オンライン旅行会社エクスペディアの日本語サ
イト「エクスペディア・ジャパン」が例年実施してい
る有給休暇の国際比較調査でも、日本は有給休暇取得
率が約 カ国中で常にワースト ～ 位となっている
そうです。

年の同調査では、「有給休暇を取得するのに罪悪
感がありますか？」という質問に対して、 の日本
人が「はい」と回答しており、その理由としては「人
手不足だから」という回答が最も多く、休むことによ
り周囲に迷惑がかかることを気にする人が多いよう
です。

また、クリエイティブサーベイ株式会社が、 ～
代の男女 名を対象に行った「有給休暇に関する調
査」によれば、有給休暇の消化率について最も多かっ
た回答は「 ％以下」、 次いで「 ％以下」となった
そうです。「 ％」（まったく有給休暇を取っていない）
という人も ％もいました。
同調査では、有給休暇を「取得しづらい」と回答した
人は に上っています。
取得しづらいため、「繁忙期を避けて取得する」「日程
を変更して取得する」などとする人がいる一方、そも
そも「有給休暇を取得しない」や「日数を減らして取
得する」などとする回答も多数挙がったそうです。
仕事が多忙なためだけでなく、「取得しづらいために
休みが取れない」という人が、一定数存在していると
いう現状がわかります。

同調査では、有給休暇取得上ルール化されているも
のとして、「入社 年目は有給休暇を取得できない」
「休暇中に何をするのか（したのか）報告しないと
いけない」「月初めや月末は有給休暇が取得できな
い」「 日に 人しか取得できない」などという回
答が挙がるなど、有給休暇取得を阻む様々な事情が
あることもわかります。
国も有給休暇の取得率向上には力を入れていると
ころですが、企業も有給休暇を取りやすい組織風土
の改善等を検討しなければならないでしょう。
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◆テレワークの普及状況

◆ 年までに全労働者の ％以上が目標！

◆有給休暇は取りづらい？

◆「取りづらいために取れない」という人が一定数い
る

◆企業の風土改善と取得率の向上

「有給休暇」に関する意識調査の結
果から
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